
【募集】アセアン諸国のインパクト投資環境に関する調査（企

画競争） 

日本アセアンセンターは、ASEAN 加盟国のインパクト投資促進を目的に、

ASEAN 諸国の投資環境に関する調査を実施します。 

1. 事業目的

SDGs を 2030 年までに達成するには、毎年 2 兆 5 千億ドルの大きな資金ギャッ

プ(注：UNCTAD 報告書の試算による)があるといわれる中、インパクト投資は民

間投資を動員する有効な手法として、その可能性に期待が高まっている。 

世界の「開かれた成長センター」になる潜在力を持つと期待され、コロナ前まで

高い経済成長率を遂げてきたアセアンにおいて、社会貢献を重視して投資する

「インパクト投資」の現状や実態について明らかにする報告書や資料は少ない。

本事業では、アセアン諸国におけるインパクト投資の現状や実態を把握すること

を目的に調査を行い、結果を広く各国政府の投資促進実務担当者や関係者と共有

することで、今後のインパクト投資のアセアンでの可能性を広げるものとする。 



2. 事業概要

(1) ASEAN 加盟国であるカンボジア、インドネシア、マレーシア、シンガポー

ル、タイ

の５か国のインパクト投資の現状を把握する調査を実施する。 

(2) アセアン５か国の国々の政府がインパクト投資を推進するために、各国のス

テークホルダーの声(特にインパクト投資の Key actor となる個人や団体)を含め

た実用的な提言ができる調査を中心に実施する。 

(3) 分析を含めた結果を、英語版の報告書にまとめる（デジタル納品）。

(4) 契約期間：８月下旬（見込み）～２月下旬

詳細はこちら（英語のみ） 

3. 事業予算

3,500,000 円（税抜） 

【注】委託決定先が外国公館等に対する消費税免除指定店舗になっていない場

合、申請手続きをしていただきます。 

免税指定店舗申請手続きについて→国税庁ウェブサイト[手続名]外国公館等に対

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120184.htm
https://www.asean.or.jp/ja/wp-content/uploads/sites/2/impactinvesting_detail.pdf


する消費税免除指定店舗申請手続 <［手続名］外国公館等に対する消費税免除指

定店舗申請手続｜国税庁 (nta.go.jp)> 

4. 入札方法 

事業予算が確定した企画競争入札となります。 

(1) 入札必要書類の提出 

2022 年 8 月 12 日（金）17 時（日本時間）までに、見積書および企画書を下記

「6.連絡先」までメールでご提出下さい。 

見積書に関しては、項目、単価、金額がわかれば様式は自由です。 

提出していただく企画書に、次の内容を含めてください。 

1. 同様の調査の実績 

2. 調査方法の提案（現地関係機関からの聞き取りは、オンラインでの実施を想定

しています。） 

3. 工程表 

(2) 落札業者決定通知 

2022 年 8 月 16 日（火）に、ご担当者宛てにメールにて通知する予定です。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120184.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120184.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120184.htm


5. 注意事項 

(1) 入札内容にかかるご質問は 8 月 5 日（金）16 時（日本時間）までメールで

受付いたします。返答は８月８日（月）にメールにて質問者に回答します。 

(2) 提出された企画書の内容について、必要に応じてヒアリングを行うことがあ

ります。 

(3) 企画提案書の作成、応募などにかかる経費は、応募者の負担とします。 

(4) 提出書類については、内容及び金額の妥当性について、業者選定の参考とす

るため、第三者に助言を求めることがあります。 

(5) 本入札では企画内容を総合的に評価して落札先を決定します。落札企業決定

の経過についての説明は行いません。 

(6) 本契約により独自に作成された制作物がある場合、その知的財産権及びすべ

ての権利は日本アセアンセンターに帰属します。 

(7) 本契約に係る業務内容で、第三者と知的財産権、肖像権等に係る調整が必要

になる場合は、受注者が調整することとします。 

6. 連絡先（問い合わせ・書類提出先） 



日本アセアンセンター 

貿易投資クラスター インパクト投資調査担当 小野 

メール： aono@asean.or.jp 

 

mailto:aono@asean.or.jp

